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会         議        記         録 

会 議 の 名 称 産業建設常任委員会 
会議場所 第２委員会室 

担当職員 三宅 

日 時 平成２６年６月２０日（金曜日） 
開 議   午前 １０ 時 ００ 分 

閉 議   午前 １０ 時 １２ 分  

出席委員 ◎齊藤 ○中澤  福井  馬場  小島  菱田  日高  湊   

出席理事者  

出席事務局 三宅 

傍聴者 市民  名 報道関係者  名 議員１名（西村） 
 

会  議  の  概  要 
１０：００ 

１ 開議（齊藤委員長あいさつ）   

   

２ 委員長報告の確認 

[齊藤委員長 委員長報告朗読] 

＜了＞ 

 

３ 議会だよりの掲載事項について 

[齊藤委員長 原稿案朗読] 

 

＜福井委員＞ 

 原稿の「農林業団体などが事業主体となる農地や農業用施設、林道などの１箇所の

工事費」とあるが、個人の農地等が対象外と受け止められるような内容であり、表

現をわかりやすくすべきでは。 

＜齊藤委員長＞ 

 事務局の説明を。 

＜事務局＞ 

 執行体制の関係上、個人の農地等であっても団体によって整理、申請されたものを

対象とした制度であり、要綱の事業主体の区分を各種団体に明確化されたことから、

そのような表現となっている。 

＜福井委員＞ 

 集落営農の田、ほ場等に限定されているように見えてしまう。 

＜湊委員＞ 

 農家にとっては当たり前の話であり、そういう団体を通さなければならないことは

承知されている。こだわらなくてもよいのでは。 

＜馬場委員＞ 

 「農地や農業用施設、林道などの１箇所の工事費が４０万円未満のもの」の次に、

「農林業団体などを事業主体として行うもの」として、前後入れ替えてはどうか。 

＜菱田委員＞ 

 前後入れ替えなくとも、「農林業団体などを事業主体とする農地や農業施設、林道

など」としてはどうか。 

＜齊藤委員長＞ 

 馬場委員、菱田委員の意見を踏まえ、表現を調整することとする。＜了＞ 
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＜湊委員＞ 

 すでに広報されているのか。 

＜事務局＞ 

 既にホームページで広報されているほか、今後、自治会や土地改良区等において周

知を図っていくことを答弁されている。 

 

３ その他 

＜齊藤委員長＞ 

 次回は、７月１８日（金）午前１０時から月例開催する。 

 「農・商・工・観連携による産業振興について」を議題として、今年度新規事業で

ある「かめおか食産業振興プロジェクト」の概要説明を受けることとする。行政視

察を踏まえ、地域ブランドや６次産業化の取り組みに着眼して議論していきたい。

また、旭町の農産物直売所のオープン後の状況報告も合わせて受けたい。 

 その後、決算分科会に切り替えて事務事業評価項目の抽出も行う。 

 ＜了＞ 

                        ～散会 １０：１２ 


